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短期保険証の『短』記載は必要か

調整させていただきます。
答

　
　

健
康
福
祉
部
長

　
　

健
康
福
祉
部
長

答答
　

保
険
税
の
標
準
算
定
や
徴
収

の
適
正
な
実
施
、
保
険
事
業
等

の
内
容
で
す
。
３
月
に
首
長
間

の
確
認
事
項
提
示
、
５
月
頃
に

各
市
町
に
意
見
聴
取
の
後
に
決

定
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
懸
念
は
各
市
町
か
ら
指

摘
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
解
決
に

向
け
て
は
今
後
の
課
題
で
す

が
、
一
元
化
を
契
機
と
し
て
各

市
町
の
保
険
事
業
を
一
定
水
準

以
上
に
高
め
る
こ
と
を
目
標
と

し
、
全
体
の
努
力
の
総
和
で
医

療
費
を
適
正
化
し
て
い
く
べ
き

と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。
本

　
「
滋
賀
県
国
保
運
営
方

針
案
」
の
協
議
調
整
内
容

は
。

　

保
険
税
統
一
の
方
向
で

医
療
費
の
適
正
化
は
図
れ

る
の
か
。
市
独
自
の
医
療

費
軽
減
を
目
指
し
た
健
康

推
進
や
健
康
診
断
の
充
実

が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。

問　問　

　
　

健
康
福
祉
部
長

　
　

総
務
部
長

答

答

　

そ
の
表
記
に
つ
い
て
は
承
知

し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

納
税
義
務
と
公
平
性
の
原
則

に
つ
い
て
、
滞
納
者
に
も
ご
理

解
を
い
た
だ
い
て
の
短
期
証
の

交
付
で
す
。
指
摘
の
件
に
つ
き

ま
し
て
は
調
査
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

一般質問皆様の声を 高島市政に
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国民健康保険
税

　

短
期
証
の
上
部
の
有
効

期
限
の
記
載
の
右
に
『
短
』

と
あ
る
。
こ
れ
は
表
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　

市
例
規
に
短
期
証
書
等

に
係
る
取
扱
要
綱
が
あ

り
、
第
３
条
に
有
効
期

限
記
載
の
規
定
が
あ
る
。

『
短
』
と
い
う
文
字
記
載

の
条
項
は
な
い
が
、
記
載

は
必
要
な
の
か
。

問　

問　

市
も
他
市
の
保
険
事
業
を
参
考

に
、
高
い
水
準
で
の
保
険
事
業

推
進
を
目
指
し
ま
す
。

　

市
国
保
は
２
年
連
続
引

上
げ
た
。
払
え
る
国
保
税

へ
引
き
下
げ
る
べ
き
で
な

い
か
。

　

で
は
市
国
保
の
滞
納
世

帯
の
動
向
は
ど
う
か
。

問　問　
　
　

健
康
福
祉
部
長

　
　

健
康
福
祉
部
長

答答
　

被
保
険
者
の
減
少
や
給
付
費

の
増
加
で
厳
し
い
財
政
運
営
で

あ
り
、
引
き
下
げ
を
検
討
で
き

る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
・
一
昨
年
の
国
保
税
改

定
以
降
も
滞
納
者
数
は
横
ば
い

の
状
況
で
す
。

　

27
年
度
の
滞
納
１
１
０

６
世
帯
、
短
期
保
険
証
交

付
５
１
１
世
帯
と
資
料
に

あ
る
が
間
違
い
な
い
か
。

　

短
期
保
険
証
に
は
１
ヶ

月
、
２
ヶ
月
、
３
ヶ
月
、

６
ヶ
月
間
有
効
と
あ
る

が
、
振
り
分
け
基
準
は
何

か
。

問　問　
　
　

総
務
部
長

　
　

総
務
部
長

答答
　

間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　

期
間
は
原
則
１
ヶ
月
間
と
し

て
い
ま
す
が
、
滞
納
者
か
ら
事

情
の
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
決
定
し
て
お
り
、
年
金

月
し
か
分
納
で
き
な
い
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
２
ヶ
月
間
と
す

る
等
で
す
。

●
大
雪
警
報
下
で
の
児
童
生
徒

と
弱
者
を
守
る
道
路
行
政
を

●
森
林
整
備
の
先
陣
事
業
と
な

る
、
境
界
明
確
化
事
業
を
本

格
的
に そ

の
他
の
質
問

市国保税額軽減世帯数


